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区民文化部地域振興課 

    

区民集会所利用料の改定について 

  

使用料・手数料については、受益者負担における住民相互の負担の公平性や適正化を図

るために原則４年ごとに見直しを行っている。 

今回、８年ぶりに地域センター使用料・手数料が改定されるにあたり、受益者負担の適

正化を図るため、あわせて区民集会所利用料の改定を検討している。 

 

１ 区民集会所の設置目的と利用料 

区民集会所は地域住民の相互交流及び自主的活動の場を提供することで住民福祉の向

上を図るために設置されており、区民集会所利用料については要綱に規定されている。 

「板橋区区民集会所の設置及び管理に関する要綱」 

 

２ 検討経過 

（１）使用料・手数料検討会報告書で示された使用料の算出方法に基づき、地域振興課に

おいて改定後利用料を算出している。 

（２）利用料算出方法及び改定額の算出結果については、地域センターを含む課内全体で

共有し、意見を取り入れている。 

（３）改定後利用料の妥当性については、地域センター所長会、副所長会、実務担当者

会、庶務係で構成される内部検討会において確認するとともに、今後の利用者への周

知方法やシステム改修についてもあわせて検討する。 

 

３ 改定期日 

使用料・手数料の改定とあわせて令和７年４月１日とする。 

  

４ 算出方法 

（１）改定額については地域センター使用料に合わせ、区分ごとの料金の比率を利用時間

に応じて算出している。 

（２）使用料・手数料検討会では、受益者負担率が８０％で、原価に占める現行額の割合

が５７％以下の場合、改定率は一律１４０％としているため、集会所利用料の改定額

についても同様の考え方で算出している。 

（３）改定額の算定結果の１０円単位を四捨五入して利用料を算出している。 

（４）音楽練習室については、受益者負担率が既に８０％を超えているため、現行の利用料

を据え置きとする。 



５ 改定額の算出結果 
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～20 畳（午前） 300 737 41% 140% 420 400 100  54% 133% 

～20 畳（午後） 500 983 51% 140% 700 700 200  71% 140% 

～20 畳（夜間） 400 860 47% 140% 560 600 200  70% 150% 

20～40 畳（午前） 400 1,469 27% 140% 560 600 200  41% 150% 

20～40 畳（午後） 600 1,958 31% 140% 840 800 200  41% 133% 

20～40 畳（夜間） 500 1,713 29% 140% 700 700 200  41% 140% 

40 畳～（午前） 900 2,397 38% 140% 1,260 1,300 400  54% 144% 

40 畳～（午後） 1,100 3,195 34% 140% 1,540 1,500 400  47% 136% 

40 畳～（夜間） 1,000 2,796 36% 140% 1,400 1,400 400  50% 140% 

音楽練習室（午前） 500 635 79% 101% 505 500 0  79% 100% 

音楽練習室（午後） 700 847 83% 96% 672 700 0  83% 100% 

音楽練習室（夜間） 600 741 81% 99% 594 600 0  81% 100% 

 

６ 効果見込額 

令和７年度歳入見込：37,931千円－令和６年度歳入予算：27,180千円＝ 10,751千円 

 

７ 今後の予定 

  令和６年９月  区民環境委員会（第３回定例会）報告 

          要綱改正 


